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スメートを困惑させたのは楽しい思い出です。 

以下では、そのキングスカレッジロンドン

での研究内容をかいつまんでご説明したいと

思います。（以下、完全に個人の理解に基づ

くもので、かなりの誤解もあるかもしれませ

ん、また筆者の所属する組織の見解とは全く

無関係ですので念のため。） 

 

 

（１）海の境界画定手法の現状 

現在、国際法における海洋の境界画定の一

般的な方法論は、３ステップアプローチとし

てかなり整備されてきた感があります。これ

は国際判例において困難なケースを何とか解

決に導くべく、多くの学者や実務家が長年努

力してきた結果ともいえます。その有名な３

ステップアプローチの概要は以下の通りです。 

① まず暫定的な中間線を引く。 

② 次に関連事情を考慮し、①の中間線に

適当な修正を施す。 

③ それが衡平な結果となりうるか、衡平

性テスト（多くの場合、関連海域と海

岸線長の比が大きく離れていないこと

を確認するもの）を実施する。 

歴史的に、短距離の領海の境界画定は中間

線で大体妥結されてきたわけですが、その後

大陸棚や排他的経済水域といった沿岸からの

長距離の境界画定を行うにあたり、「中間線

原則」を認めず「衡平原則」を主張するグル

ープも現れ、その妥協として上記の修正ステ

ップを設けた手法が国際法廷において一般的

になってきたといえます。 

（以上、簡単に述べましたが、関連事情とは

どういったもので、歴史的な何が関連事情と

して考慮されてきたかを述べるだけでも、本

が一冊書かれてしまうようなものですので、

概要とお考え下さい。） 

この３ステップアプローチ以前の問題とし

て、筆者は一年目の大学院において、そもそ

も中間線ベースの境界画定手法がどの程度一

般的に広がってきているのか、それは定量的

に確認できるのかを考察しました。その結果

の詳細は、以前お示しした Marine Policy 誌

をご覧ください。（Nagasaka (2016a)） 

筆者の一年目の研究では、基本的には、中

間線ベースの境界画定方法が、非中間線ベー

スの手法よりもより一層用いられるようにな

ってきている傾向が確認されました。また、

沿岸の地理形状が相対するのか隣接するのか

によって、境界画定手法が分かれていること

も確認されました。 

その上で、以前から抱いていた疑問として、

そもそも３ステップアプローチとは何故生ま

れたのか、どのような信頼性があるのか、と

いうことでした。この手法は確からしく見え

ます。しかし、技術的に、実務的に考えると

すぐに多くの疑問に当たることになります。 

関連事情があったとして、その事情を反映

してどのように調整（定量的に、あるいは「客

観的に」）すればよいのか。衡平性テストを

行ったとして、どのような海域を関連海域と

すればよいのか、どこまでを関連する海岸線

としてとらえればよいのか、果たして衡平性

を主張しうるテスト結果の値の範囲（閾値）

とはなんであるのか。単純に考えても多くの

疑問が残る手法論であることは論を俟ちませ

ん。 

実際、国際法学者の間でも多くの同様の指

摘がなされています。例えば Tanaka（2001）

はそもそもなぜ海岸線長の比を用いて再度修

正をしなければならないのか、仮に海岸線の

長短があれば、それを反映した形で海域の面

積も同じような大小で分配される以上、関連

海域と海岸線長の比をそれ以上考察すること

にあまり意味はないとしました。 

また、Fietta  and Cleverly（2016）は裁

判所が示した衡平性テストの結果（つまり関

連する海域と海岸線長の比ですが）を過去の

判例についてまとめ、なんらかの傾向や共通

点が見られるのかを評価し、結果として、あ
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る結果が衡平である、と裁判所が認定する場

合の値の幅はかなり広く、また最初の中間線

を引く時点で基点の選択等、曖昧な部分が多

いと指摘しました。 

私もキングスカレッジロンドンでの研究で

は、３ステップアプローチの持つ、一見する

と「客観的」で「技術的」な、また「定型的」

な側面の背後に、様々な「主観的」な判断が

潜んでいることを中心に研究を行いました。 

 

（２）海洋境界画定における衡平性テストの評価 

まず研究においては、これまで国際裁判で

争われてきた 22 のケースを表にまとめる作

業から始めました。（Nagasaka (2016b)）そ

れにより、徐々に衡平性が言及されることが

多くなってきたこと、また衡平性テストの値

が具体的に計算されることが増えてきたこと、

特に 2009 年以降のほぼすべてのケースでそ

の値が計算されていること、当初衡平性テス

トの結果は一方の側から発表されることが多

かったが近年は係争している両者とも値を発

表する傾向があること等を確認しました。 

また、判例において用いられる地図が徐々

にカラフルに、また特に海岸から海域への射

影を表すような矢符（これはどの海域が関連

海域かを論述する際に用いられます）がビジ

ュアルとしてより明示的に用いられるように

なってきたことも確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その上で、2009 年以降の国際判例をケース

スタディとして、係争する両者がどのように

関連する海岸線と関連海域を設定し、どのよ

うにその衡平性テストの値を主張しているか、

またその両者の主張を踏まえて、裁判所がど

のように関連する海岸線と関連海域を決定し

たのか、図及び GIS による衡平性テストの値

の検証を行いました。（仕事柄 GIS ソフトに

慣れていたため、非常に助かりました。） 

以下には、ルーマニア対ウクライナのケー

スでの両者及び裁判所の見解の違いを例とし

て示しました。 

 

 

 

 

 

 

 

バングラデシュ対インド(2014)において裁判所が初めて作

成した矢符図 
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ルーマニア対ウクライナ（2009）における関連する

海岸線と海域についての、両者及び裁判所の見解

の違いの比較（上から、ルーマニア、ウクライナ、

裁判所の見解。判決文書に筆者追記） 

 

ルーマニア対ウクライナ(2009)における関連する 

海岸線長と海域面積比に関する両者及び裁判所の 

見解の違いの比較（筆者作成） 



- 6 - 
 

これから分かることは、関連する海岸線と

海域についての主張が両者で大きく異なるこ

とです。係争者は当然ですが、自分たちの海

域が出来る限り大きくなるように、あるいは

重要な海域を確保するように、といったそれ

ぞれの目標を達成するために最大限努力する

はずです。その中で自分たちの主張がそれほ

ど自分勝手なものではない、公正な主張であ

ることを示すための努力をするはずです。そ

して、裁判所は両者の言い分を聞きながら、

（明文化されたルールがない以上）、両者が

なんとか受け入れ可能な案を提示するよう努

力するのではないでしょうか。 

上記のルーマニア・ウクライナのケースで

は一見そのような隠れたモチベーションが明

らかになっているように見えます。裁判所の

示した値は両者の値のちょうど間をとってい

るようにも見えます。 

しかし、当然ですがこのシンプルな図・数

値の比較で複雑な裁判を簡単に理解できるよ

うになると結論付けるのは拙速でしょう。紙

幅の関係で今回は割愛せざるを得ませんが、

他の判例で同様の分析をすると、裁判所は特

に両者の主張にそれほど影響されていないよ

うにも見えます。結局、定量的な手法で全て

がわかるわけではない、というこの２年間で

何度も出てきた定量手法の限界にまた行きあ

たることとなりました。 

この点で、筆者は地図の意味をより定性的

にとらえることで、そもそもなぜこれらの図

や衡平性テストが多く用いられるようになっ

たのか、その背景を探ろうとしました。 

 

（３）海洋境界画定における地図の意味 

『水路』の読者の皆様ならすぐに納得いた

だけると思いますが、地図は簡単に人をだま

します。 

 そもそも曲面を平面におこす以上、地図上

で距離、面積そして角度のひずみを完全にな

くすことはできません。メルカトル図法を見

てみましょう。高緯度に行くに従って、その

国は実際よりも大きく見えはじめます。（「実

際」、という語が何を指すかは曖昧ですが）

有名なウェブサイトで”TRUE SIZE OF …”

(no date)というものがあります。ブラウザ上

で、緯度の異なる各国の大きさを比べること

が出来ますので遊んでみてください。 

 地図がどのような手法で表現されているか、

ということも重要です。子供が描いた手書き

の地図なのか、宮廷に雇われた絵師が数年か

けて描いた地図なのか、GIS で描かれた地図

なのか、はたまた白黒かカラーか。同じ情報

を含んでいるとしても、これらの様々な表現

による地図はまたそれぞれ異なった印象を与

えます。我々が伊能図を見て感動するのは、

そこに秘められた膨大な先人の努力に畏敬の

念を覚えるからにほかなりません。（たとえ、

沖合の島が意外に省略気味に描かれていたと

しても、です。） 

 地図は、そもそも現実世界を省略して見せ

ることに意味があります。もし全く何も事物

を省略しない地図があれば、それはホルヘ・

ルイス・ボルヘスの有名な掌編「学問の厳密

さについて」に出てくる、ある王国と同じ大

きさの地図そのものです。この話の中では、

地図作成技術の進歩から縮尺１で王国全体を

表す（つまり王国と同じ大きさの）地図が作

成されましたが、後年誰にも顧みられなくな

りばらばらになって砂漠の片隅に地図の一部

が転がっていて、獣の巣になったりしている

そうです。 

 地図の作成において、情報の取捨選択はつ

きものです。英語で Generalization、日本語

では総描と呼んだりしますが、地図作成者は

意識的にせよ無意識的にせよ、地図に情報を

載せる（あるいは載せない）という権限を行 

使せざるをえないのです。 

 太閤検地でも明らかなように、地図は領土

全域の支配権を確立する上で重要な役割を果

たします。だからこそ、中世ヨーロッパの王
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族の肖像画の多くで、地球儀や地図を王族の

傍らに配するのでしょう。（Harley (1988)）

このあたりの地図が持つ政治性を議論する学

問分野を Cartopolitics と呼びます。 

 筆者は、これまでの海洋境界画定を扱って

きた国際法廷において何か地図が決定的な役

割を果たした、とまで主張するつもりはあり

ません。それでも、大抵の人にとって地図が

一定の説得力を持つものである以上、同様の

力が法廷においても発揮されたと想像するの

はそれほどおかしなことではないと思います。 

Platt (2006)は同種の指摘をしており、投影

法や色、スケールが時に法廷でのプレゼンテ

ーションにおいて一定の意味を持つと言って

います。我々地図作製者は地図の持つ力にも

う少し意識的になってもよいのかもしれませ

ん。 

 ３ステップアプローチの持つある種の権威

性についても注目が必要です。前述の Fietta 

and Cleverly（2016）では、基点の抽出が主

観的な取り扱いを受けているという指摘をし

た上で、０次ステップとして基点の抽出をス

テップに組み込んだうえで、より客観的で透

明性の高いアプローチを取るべきと指摘して

います。３次から４次へ、より精密な定式化・

マニュアル化を模索する動きは、それ自体否

定されるべきものではありません。しかし、

筆者はここに定型的なマニュアル化・規格化

により複雑な物事を円滑に進めようとする現

代の底流があることに注目したいと思います。

実際には、３次が４次になったとしても、人

間の主観が必要になるでしょうが、それでも

精密な方法論を追求したくなる、これが人間

の（あるいは西欧的な方法論の）現代の志向

性なのかと思われます。 

 

（４）おわりに 

 筆者は、英国での留学の２年間を通じて、

リスクに対する社会学的議論から国際法の議

論まで、海洋境界画定に通じる地理学の様々

な分野に触れることが出来ました。 

 日本での大学時代の専攻は自然科学でした

が、自分にとっては社会科学も面白く、あま

り枠をしばらずに色々な視点に触れることが

とても大事だと気づいたように思えます。結

局のところ、上記で述べたように客観的・定

量的な議論にも定性的な要素が入っているも

のですし、その逆もしかりです。何かを学ぶ

ときの苦しさと楽しさには、どの分野でもそ

れほど差はないのだと分かりました。 

 帰国してからは、毎日の業務もあり正直こ

ういった努力をすることもなくなってきまし

た。しかし、それに流されていても面白くあ

りません。特に今回この記事を書くにあたっ

て、一年前どう自分で考えを広げていったか

を少し思い出すことができたのはよい機会で

した。 

 この先も引き続き何かを学んでアウトプッ

トしていけるように、そして公務にしっかり

と還元していきたいと思います。時には、こ

の『水路』でお目にかかることができるかも

しれません。それではまたどこかで。 
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海上保安庁海洋情報部では、測量船が今年

度の海洋調査に向け出港するのにあたり、平

成 29 年４月 18 日に測量船「昭洋」・「拓洋」、

19 日に測量船「明洋」・「天洋」・「海洋」出港

式をそれぞれ行いました。 

18 日の出港式では、中島海上保安庁長官か

ら、「測量船が行う海洋調査は、政府が一丸と

なって取り組んでいる海洋権益の確保という

重要な課題に対応するもので、現場の測量船

は極めて重要な役割を担っていること。近年

の調査活動では、大陸棚の延長、海底鉱床の

発見、南海トラフのひずみの確認、西之島調

査など、大きな成果を挙げており、国民から

高く評価されていること。引き続き、今年度

も、海底地形調査、潮汐・海潮流観測等、緻

密さが要求される調査を実施することとなり

ますが、その結果は必ずや我が国、国民のた

めになるものと確信し、自信と誇り、「矜持」

をもって取り組んで頂きたい」旨の訓示を受

け、その後、仙石海洋情報部長から行動指令

書の交付を行いました。 

19 日の出港式では、岩並海上保安監からの

訓示を仙石海洋情報部長が代読し、引き続き

行動指令書の交付を行いました。 

両日とも出港式終了後、今年度の測量船各

船の安全航行と成果のある海洋調査を祈念し

て、出港する測量船を見送りました。 

測量船は今年度も海底地殻変動観測、海底

地形調査、海域火山調査、海流観測などの調

査を計画的に実施する予定です。 

（２）測量船の海洋調査に向けた出港にあたり出港式を実施 

（本庁 海洋情報部） 

 
長官訓示 

 

 
天洋出港 

 

 
行動指令書の交付 
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海上保安庁海洋情報部は、東京都中央区の

晴海ふ頭で開催された『第69回東京みなと祭』

に参画し、５月27 日（土）、測量船「拓洋」

（総トン数 2,400 トン、全長 96ｍ）を一般の

方に公開しました。 

測量船拓洋は、無人でプログラミングされ

たとおりに海底近くまで潜り、非常に詳細な

海底の地形を調査できる自律型潜水調査機器

（AUV：Autonomous Underwater Vehicle）を

搭載しており、その成果は船舶の交通安全や

海洋権益の確保などに活用しています。 

ＡＵＶは、国内では数が少なく、海上保安

庁では拓洋にしか搭載していない非常に珍し

い最新の調査機器ということもあり、見学者

の関心も高く、ＡＵＶを展示している格納庫

では、ＡＵＶ「ごんどう」に関して、「何ｍま

で調査できるの？」、「海流で流されないの？」

などの多くの質問が飛び交っていました。 

観測室では、ＡＵＶによる第３宮古海丘（沖

縄県宮古島北方）における詳細な火山地形を

あきらかにした成果等の最新の調査成果をパ

ネル展示により紹介したほか、海図作製のた

めの西之島上陸調査等の動画を公開しました。 

甲板上では、測量船の調査によって取得し

たデータを用いた３Ｄ海底地形図マットを展

示し、陸と比べ起伏の大きな海底の様子を実

感していただきました。 

また、今回の一般公開では、専門家の講師

の方々をお招きし、「東京湾の今を知ろう」と

題して、東京湾環境講座を船内で同時開催し

ました。講座では、東京湾の水は何色か、東

京湾に棲むハゼから環境について考える、と

いった内容で、東京湾の現状と私たちが東京

湾再生のためにできることをご説明いただく

とともに、植物プランクトンの観察やバーチ

ャルハゼ釣り体験などを実施したほか、環境

保全（海ゴミ問題等）に係る普及啓発活動も

実施しました。 

当日は天候にも恵まれ、約 2,900 名の方に

見学していただきました。 

海洋情報部では、海上保安庁そして海洋情

報部の仕事を国民の皆様に広くご理解いただ

くことを目的として、様々な機会を活用して

測量船の一般公開を実施していますので、機

会があれば足をお運びいただけたら幸いです。 

 

 

 

（３）測量船「拓洋」一般公開等（第 69 回東京みなと祭）  

（本庁 海洋情報部） 

 

 

ＡＵＶ展示の様子 

 

３Ｄ海底地形図 
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海上保安学校は、海上保安庁の各分野の専

門職員を養成するために京都府舞鶴市に設 

けられた教育機関で、１～２年の修学期間の

中で業務に必要な知識技能を教授し、併せて

心身の練成を図っています。 

 当校には、船舶運航システム課程（航海コ

ース、機関コース、主計コース：各１年間）、

航空課程（１年間）、情報システム課程（２年

間）及び海洋科学課程（１年間）が設けられ

ており、全寮制の下、実践的な授業で各分野

のエキスパートを育成しています。 

海洋情報部に配置する職員を養成する海洋

科学課程では、海洋調査、海図編集等の業務

で必要とする知識技能を修得するための授業

が行われています。授業では座学以外にも陸

上における測量実習、洋上での乗船実習など、

さまざまなフィールドワークを通して、現場

での実践にも柔軟に対応できる人材育成を目

指したカリキュラムを組んでおります。なお、

海洋科学課程は、国際基準で定められた「国

際水路測量技術者資格Ｂ級」の我が国唯一の

養成機関として国際認定を受け、国際基準の

 

東京湾環境講座の様子 

 
環境保全の普及啓発活動の様子 

 

電子海図編集実習 

 

 

（４）海上保安学校の紹介 

（海上保安学校） 

（本庁 海洋情報部） 

 

経緯儀取扱実習 
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レベルの水路測量技術者を養成しています。 

入学金や授業料は不要であり、入学と同時

に国家公務員（海上保安庁職員）として採用

され、行政職（一）１級５号俸の給与やボー

ナスが支給されるほか、共済組合の保険給付

などが受けられ、海洋科学課程卒業後は海上

保安官として本庁や管区本部など全国各地に

配属されることとなります。 

海洋科学課程学生の約半数が理系の大学卒

業者で占められています。一方、理系でなく

ても、海への憧れを強く抱いて海洋科学課程

を受験する者も少なくなく、実際に文学部や

法学部出身の者や、高校を卒業して直ぐ海上

保安学校に入学する者も多くいます。また、

女性学生の割合は約４割と比較的高いものと

なっています。卒業後は、女性でも船舶や航

空機に乗り、現場の最前線で海洋調査に携わ

るなど、幅広いフィールドにおいて実務を行

っています。出産後に職場復帰している女性

職員も多く、ライフワークバランスの実現を

積極的にサポートしています。 

 
図１ 海上保安学校採用内訳（過去５年間） 

海上保安学校海洋科学課程では日本の海に対する旺盛な好奇心を持った学生の入学を

お待ちしております。 

海上保安学校に関する詳細は以下の URL をご覧ください。 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/school/ 

 

●海上保安学校試験 

 受付期間：平成 29 年 7 月 18 日（火）～7 月 27 日（木） 

（高卒程度試験：高卒見込みの者及び高卒後 5 年を経過していない者） 

 

採用情報に関する詳細は以下の URL をご確認ください。 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/saiyou/bosyu.html 
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